
１ 不利益処分する基準

次の要件のどちらかを満たす場合【火薬取締法】

① 第９条第１項若しくは第２項、第１１条第２項、第１４条第１項又は第２７条の

２の規定に違反し、災害を発生させ、又は公共の安全を害したとき。

② 第１１条第１項、第１３条、第１８条、第１９条第１項、第２３条第２項、第２

９条第３項、第３０条第１項若しくは第２項、第３５条の２第１項又は第３８条の

規定に違反したとき。

③ 第１０条第１項、第１２条第１項、第２４条第１項又は第２７条第１項の規定に

より許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

④ 第１５条の規定による完成検査を受けないで、火薬類の製造施設又は火薬庫を使

用したとき。

⑤ 第３６条第１項の規定による安定度試験を実施しなかったとき。

⑥ 第９条第３項、第１１条第３項、第１４条第２項、第２８条第４項、第３４条、

第３６条第２項若しくは次条第１項の命令又は同条第２項の禁止若しくは制限に違

反したとき。

⑦ 第６条第２項から第４項までの規定に該当するに至ったとき。

⑧ 第４８条第１項の条件に違反したとき。


